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東
日
本
本
部
は
２
月
25
日
、
昨
年
８
月
29
日
に
提
出
し
た

「
二
〇
一
三
年
度
以
降
の
年
金
（
報
酬
比
例
部
分
）
支
給
開

始
年
齢
の
引
き
上
げ
に
伴
う
措
置
に
関
す
る
申
し
入
れ
」
と

「
二
〇
一
三
年
度
以
降
の
年
金
（
報
酬
比
例
部
分
）
支
給
開

始
年
齢
の
引
き
上
げ
に
伴
う
措
置
に
関
す
る
緊
急
申
し
入
れ
」

を
踏
ま
え
た
継
続
交
渉
に
臨
み
ま
し
た
。

会
社
側
は
、
組
合
側
か
ら
の
申
し
入
れ
や
交
渉
経
過
を
踏

ま
え
、
「
エ
ル
ダ
ー
社
員
調
整
特
別
措
置
の
新
設
等
に
つ
い

て
」
を
示
し
て
き
ま
し
た
。

会
社
側
は
「
エ
ル
ダ
ー
社
員
調
整
特
別
措
置
の
新
設
等
に
つ

い
て
」
を
示
し
た
背
景
に
つ
い
て
、
「
二
〇
一
三
年
４
月
以

降
の
年
金
報
酬
比
例
部
分
の
支
給
開
始
年
齢
引
き
上
げ
に
つ

い
て
は
、
国
の
制
度
変
更
で
あ
り
、
企
業
に
は
直
接
責
任
が

あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
社
員
の
年
金
満
額
受
給
ま
で
の
生

活
を
よ
り
安
定
し
た
も
の
に
す
る
と
と
も
に
、
人
材
育
成
や

技
術
継
承
を
進
め
て
い
く
う
え
で
現
行
エ
ル
ダ
ー
社
員
制
度

の
充
実
が
必
要
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
新
人
事
賃
金
制
度
の

も
と
で
、
取
り
巻
く
環
境
の
変
化
等
を
踏
ま
え
、
処
遇
の
バ

ラ
ン
ス
を
と
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
等
を
検
討
し
た
結

果
、
本
日
の
提
示
と
な
っ
た
」
と
述
べ
ま
し
た
。

そ
れ
に
対
し
て
組
合
側
は
、
二
〇
一
三
年
４
月
を
目
前
に
し

た
今
日
ま
で
具
体
的
考
え
方
が
示
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
、

対
象
と
な
る
多
く
の
社
員
が
不
安
に
感
じ
て
い
る
実
態
を
述

べ
、
提
示
が
遅
れ
た
こ
と
に
対
す
る
不
満
を
表
明
す
る
と
と

も
に
、
会
社
の
姿
勢
を
質
し
ま
し
た
。

会
社
側
は
、
こ
の
間
の
交
渉
で
回
答
し
て
い
る
通
り
、
国

の
制
度
変
更
に
対
し
当
社
の
現
行
制
度
に
つ
い
て
な
ん
ら
問

題
は
な
い
が
、
取
り
巻
く
環
境
等
を
検
討
し
た
結
果
、
今
回

の
案
に
な
っ
た
こ
と
、
ま
た
貴
側
の
申
し
入
れ
、
緊
急
申
し

入
れ
も
検
討
し
た
結
果
、
本
日
の
提
示
に
な
っ
た
こ
と
を
述

べ
、
理
解
を
求
め
ま
し
た
。

本
日
提
示
さ
れ
た
制
度
見
直
し
の
ポ
イ
ン
ト
は
３
点
で
す
。

◆
年
金
支
給
開
始
年
齢
に
至
る
ま
で
の
調
整
措
置
（
い
わ
ゆ

る
補
て
ん
金
額
）
、
◆
エ
ル
ダ
ー
等
級
区
分
の
主
務
職
・
管

理
職
等
に
対
す
る
調
整
手
当
の
支
給
の
新
設
、
◆
退
職
手
当

規
程
の
特
別
加
算
金
に
つ
い
て
経
過
措
置
の
継
続
と
一
括
支

払
い
に
加
え
、
希
望
者
に
は
分
割
支
払
い
が
可
能
と
な
る
制

度
変
更
で
す
。

と
り
わ
け
、
主
務
職
・
管
理
職
等
に
対
す
る
「
調
整
手
当
」

の
支
給
に
つ
い
て
は
、
「
現
職
時
の
賃
金
水
準
か
ら
エ
ル
ダ
ー

賃
金
へ
の
落
ち
幅
が
他
の
社
員
と
比
較
し
て
大
き
い
こ
と
か

ら
、
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
た
め
に
見
直
す
」
と
説
明
さ
れ
ま
し

た
が
、
も
と
も
と
賃
金
水
準
の
高
い
層
を
手
厚
く
す
る
見
直

し
に
つ
い
て
は
組
合
側
か
ら
の
異
論
が
噴
出
し
、
全
体
を
カ

バ
ー
す
る
「
調
整
手
当
」
と
す
る
よ
う
に
求
め
ま
し
た
。

以
下
、
裏
面
に
見
直
し
内
容
の
詳
細
を
掲
載
し
ま
す
。

仙
台
地
本
・
千
葉
組
織
部
長
は
、

最
初
に
二
〇
一
三
年
春
闘
情
勢
、
国

労
の
情
勢
等
の
報
告
を
行
い
ま
し
た
。

続
い
て
組
織
関
係
で
は
、
組
織
拡
大

･
全
国
統
一
行
動
の
内
容
や
本
部
闘

争
指
令
１
号
に
基
づ
き
到
達
目
標
及

び
課
題
と
し
て
、

①
全
機
関
で
の
意
思
統
一
を
行
い
全

組
合
員
参
加
の
統
一
行
動
の
展
開
。

②
学
習
の
強
化
、
組
織
拡
大
統
一
行

動
の
展
開
と
機
関
の
団
結
・
組
織

の
強
化
。

③
全
機
関
で
の
拡
大
目
標
の
具
体
化
。

◆
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
し
て
、

①
全
組
合
員
参
加
で
国
労
加
入
の
全

国
統
一
行
動
の
展
開

②
全
機
関
で
学
習
を
強
め
、
組
織
の

活
性
化
を
図
る

③
Ｊ
Ｒ
内
の
全
て
の
職
場
で
国
労
運

動
の
確
立
。

組
織
拡
大･

全
国
統
一
行
動
の
運

動
展
開
の
柱
と
し
て
、
組
織
拡
大
と

職
場
を
基
礎
と
し
た
運
動
の
結
合
は

極
め
て
重
要
。
他
労
組
と
の
違
い
を

明
確
に
し
た
運
動
展
開
の
強
化
を
訴

え
、
非
正
規
労
働
者
の
社
員
化
を
図

る
運
動
展
開
や
安
全
問
題
の
取
り
組

み
等
の
提
起
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
し
て
仙
台
地
本
内
の
組
織
強
化

拡
大
の
経
過
並
び
に
今
後
の
取
り
組

み
に
つ
い
て
、
分
会
活
動
の
活
性
化

並
び
に
新
採
獲
得
に
向
け
、
支
部
・

分
会
で
は
具
体
的
な
取
り
組
み
の
意

思
統
一
を
図
る
と
し
、
最
後
に
二
〇

一
二
年
10
月
に
加
入
し
た
東
北
自
動

車
支
部
・
丸
山
さ
ん
、
11
月
に
加
入

し
た
郡
山
駅
連
分
会
・
白
川
さ
ん
に

つ
い
て
の
加
入
に
至
っ
た
経
緯
等
の

報
告
が
さ
れ
ま
し
た
。

尚
、
学
習
会
の
最
後
に
、
支
部
・

高
橋
書
記
長
よ
り
、
二
〇
一
三
年
春

闘
時
に
お
け
る
取
り
組
み
の
経
過
と

支
部
と
し
て
の
今
後
の
行
動
の
提
起

と
し
て
、
３
月
４
日
の
支
部
春
闘
総

決
起
集
会
、
５
日
の
国
労
東
北
春
闘

総
決
起
集
会
、
９
日
の
国
労
仙
台
総

行
動
に
、
組
織
の
５
割
以
上
の
組
合

員
の
結
集
を
呼
び
か
け
、
全
組
合
員

に
お
い
て
二
〇
一
三
年
春
闘
に
向
け

た
闘
い
の
意
思
統
一
が
深
め
ら
れ
ま

し
た
。

２
月
20
日
（
月
）
幹
総
北
事
務
所
大
会
議
室
に
お
い
て
春
闘
学
習
会
が
開

催
さ
れ
、
約
一
〇
〇
名
の
組
合
員
が
結
集
し
ま
し
た
。

支
部
を
代
表
し
庄
司
委
員
長
は
「
二
〇
一
三
年
春
闘
の
闘
い
と
職
場
の
闘

い
と
結
合
さ
せ
、
国
労
の
最
重
要
課
題
で
あ
る
組
織
の
拡
大
に
向
け
取
り
組

み
を
強
化
し
よ
う
」
と
挨
拶
を
行
い
ま
し
た
。

尚
、
今
学
習
会
で
は
仙
台
地
本
・
千
葉
組
織
部
長
か
ら
の
主
に
組
織
関
係
の

報
告
・
提
起
が
あ
り
、
二
〇
一
二
年
春
闘
を
は
じ
め
と
し
た
行
動
に
つ
い
て

意
思
統
一
を
行
わ
れ
ま
し
た
。
。



１

見
直
し
内
容

◇
エ
ル
ダ
ー
社
員
調
整
特
別
措
置
の
新
設

①
支
給
対
象
者
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

平
成
25
年
５
月
１
日
以
降
、
エ
ル
ダ
ー
社

員
と
し
て
再
雇
用
さ
れ
る
者

②
支
給
額
は
月
額
と
し
、
支
給
期
間
は
次
の

と
お
り
と
す
る
。

ア

フ
ル
タ
イ
ム
勤
務
を
適
用
す
る
者

（
ア
）
昭
和
28
年
４
月
２
日
以
降
、
昭
和
30

年
４
月
１
日
以
前
生
ま
れ
の
者

支
給
額

二
九
，
〇
〇
〇
円

支
給
期
間

エ
ル
ダ
ー
社
員
雇
用
契
約
期
間

開
始
日
の
属
す
る
月
か
ら
満
61
歳
に
達
す

る
日
の
属
す
る
月
ま
で

（
イ
）
昭
和
30
年
４
月
２
日
以
降
、
昭
和
32

年
４
月
１
日
以
前
生
ま
れ
の
者

支
給
額

二
九
，
〇
〇
〇
円

支
給
期
間

エ
ル
ダ
ー
社
員
雇
用
契
約
期
間

開
始
日
の
属
す
る
月
か
ら
満
61
歳
に
達
す

る
日
の
属
す
る
月
ま
で

支
給
額

四
一
，
〇
〇
〇
円

支
給
期
間

満
61
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る

月
の
翌
月
か
ら
満
62
歳
に
達
す
る
日
の
属

す
る
月
ま
で

（
ウ
）
昭
和
32
年
４
月
２
日
以
降
、
昭
和
34

年
４
月
１
日
以
前
生
ま
れ
の
者

支
給
額

二
九
，
〇
〇
〇
円

支
給
期
間

エ
ル
ダ
ー
社
員
雇
用
契
約
期
間

開
始
日
の
属
す
る
月
か
ら
満
61
歳
に
達
す

る
日
の
属
す
る
月
ま
で

支
給
額

四
一
，
〇
〇
〇
円

支
給
期
間

満
61
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る

月
の
翌
月
か
ら
満
63
歳
に
達
す
る
日
の
属

す
る
月
ま
で

（
エ
）
昭
和
34
年
４
月
２
日
以
降
、
昭
和
36

年
４
月
１
日
以
前
生
ま
れ
の
者

支
給
額

二
九
，
〇
〇
〇
円

支
給
期
間

エ
ル
ダ
ー
社
員
雇
用
契
約
期
間

開
始
日
の
属
す
る
月
か
ら
満
61
歳
に
達
す

る
日
の
属
す
る
月
ま
で

支
給
額

四
一
，
〇
〇
〇
円

支
給
期
間

満
61
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る

月
の
翌
月
か
ら
満
64
歳
に
達
す
る
日
の
属

す
る
月
ま
で

（
オ
）
昭
和
36
年
４
月
２
日
以
降
生
ま
れ
の

者

支
給
額

二
九
，
〇
〇
〇
円

支
給
期
間

エ
ル
ダ
ー
社
員
雇
用
契
約
期
間

開
始
日
の
属
す
る
月
か
ら
満
61
歳
に
達
す

る
日
の
属
す
る
月
ま
で

支
給
額

四
一
，
〇
〇
〇
円

支
給
期
間

満
61
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る

月
の
翌
月
か
ら
当
該
雇
用
契
約
期
間
終
了

日
の
属
す
る
月
ま
で

イ

ハ
ー
フ
タ
イ
ム
勤
務
を
適
用
す
る
者

（
省
略
）

※
ア
の
フ
ル
タ
イ
ム
勤
務
の
支
給
額
に
、

一
六
，
〇
〇
〇
円
（
61
歳
ま
で
）
、

二
二
，
〇
〇
〇
円
（
61
歳
か
ら
65
歳
ま
で
）

そ
れ
ぞ
れ
の
金
額
を
入
れ
替
え

③
そ
の
他

賃
金
計
算
及
び
支
給
日
等
の
取
扱
い
に
つ

い
て
は
、
基
本
賃
金
に
準
じ
て
取
り
扱
う
。

２

そ
の
他

①
前
項
第
１
号
①
の
支
給
対
象
者
の
う
ち
、

基
本
賃
金
の
等
級
区
分
が
（
４
）
及
び
（
５
）

に
該
当
す
る
者
に
対
し
必
要
な
措
置
と
し
て

の
調
整
手
当
を
支
給
す
る
。
支
給
額
は
月
額

と
し
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
な
お
、
当
該

調
整
手
当
の
賃
金
計
算
及
び
支
給
日
等
の
取

扱
い
に
つ
い
て
は
、
基
本
賃
金
に
準
じ
て
取

り
扱
う
。

◇
フ
ル
タ
イ
ム
勤
務
を
適
用
す
る
者

等
級
区
分
（
４
）
支
給
額

七
，
〇
〇
〇
円

等
級
区
分
（
５
）
支
給
額
一
五
，
〇
〇
〇
円

◇
ハ
ー
フ
タ
イ
ム
勤
務
を
適
用
す
る
者

等
級
区
分
（
４
）
支
給
額

四
，
〇
〇
〇
円

等
級
区
分
（
５
）
支
給
額

八
，
〇
〇
〇
円

②
前
項
第
１
号
①
の
支
給
対
象
者
の
う
ち
、

希
望
す
る
者
に
対
し
、
退
職
手
当
規
程
第
17

条
の
５
第
１
項
第
５
号
に
定
め
る
特
別
加
算

金
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
支
給
で
き
る
こ

と
と
す
る
。

◇
支
給
額
及
び
支
給
方
法

（
ア
）
昭
和
28
年
４
月
２
日
以
降
、
昭
和
30

年
４
月
１
日
以
前
生
ま
れ
の
者

○
退
職
手
当
規
程
第
５
条
第
２
項
に
定
め
る

日
（
以
下
「
退
職
手
当
の
支
給
日
」
と
い

う
）
に
一
〇
〇
万
円
を
支
給
す
る
。

※
退
職
手
当
全
額
を
退
職
手
当
の
支
給
日
に

支
給
す
る
。

（
イ
）
昭
和
三
〇
年
４
月
２
日
以
降
生
ま
れ

以
降
、
昭
和
三
二
年
４
月
１
日
以
前
生
ま

れ
の
者

○
退
職
手
当
の
支
給
日
に
七
五
万
円
、
満
61

歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
賃

金
支
給
日
に
二
五
万
円
を
支
給
す
る
。

（
ウ
）
昭
和
32
年
４
月
２
日
以
降
生
ま
れ
以

降
、
昭
和
34
年
４
月
１
日
以
前
生
ま
れ
の

者
○
退
職
手
当
の
支
給
日
及
び
満
61
歳
に
達
す

る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
賃
金
支
給
日

に
一
六
万
円
、
満
62
歳
に
達
す
る
日
の
属

す
る
月
の
翌
月
の
賃
金
支
給
日
に
一
八
万

円
を
支
給
す
る
。

（
エ
）
昭
和
34
年
４
月
２
日
以
降
生
ま
れ
以

降
、
昭
和
36
年
４
月
１
日
以
前
生
ま
れ
の

者
○
退
職
手
当
の
支
給
日
及
び
満
61
歳
並
び
に

満
62
歳
に
そ
れ
ぞ
れ
達
す
る
日
の
属
す
る

月
の
翌
月
の
賃
金
支
給
日
に
一
二
万
円
、

満
63
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月

の
賃
金
支
給
日
に
一
四
万
円
を
支
給
す
る
。

（
オ
）
昭
和
36
年
４
月
２
日
以
降
生
ま
れ
の

者

○
退
職
手
当
の
支
給
日
、
満
61
歳
か
ら
満
64

歳
に
そ
れ
ぞ
れ
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の

翌
月
の
賃
金
支
給
日
に
十
万
円
を
支
給
す

る
。

◇
雇
用
契
約
を
解
除
し
た
場
合
等
の
取
扱
い

（
ア
）
死
亡
し
た
場
合
の
取
扱
い
（
省
略
）

（
イ
）
雇
用
契
約
を
解
除
し
た
場
合
の
取
扱

い
（
省
略
）

２

実
施
期
日

平
成
25
年
４
月
１
日
か
ら
実
施
す
る
。

な
お
、
精
算
に
つ
い
て
は
、
平
成
25
年
６
月

25
日
以
降
、
準
備
で
き
次
第
と
す
る
。

※
詳
し
い
内
容
は
、
国
労
東
日
本
業
務
部
情

報
No
一
〇
八
四
号
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

新
人
事
賃
金
制
度
で
一
〇
〇
万
円
か
ら
五
〇

万
円
に
減
額
さ
れ
た
特
別
加
算
金
に
つ
い
て
、

希
望
す
れ
ば
、
分
割
支
給
が
で
き
る
制
度
に

変
更
。
経
過
措
置
の
一
〇
〇
万
円
支
給
対
象

者
に
つ
い
て
も
、
一
部
分
割
支
給
が
可
能
。

エ
ル
ダ
ー
一
年
目
は
二
九
，
〇
〇
〇
円
、

二
年
目
以
降
年
金
支
給
開
始
年
齢
ま
で
四
一
，

〇
〇
〇
円
が
支
払
わ
れ
る
制
度
。

エ
ル
ダ
ー
社
員
就
業
規
則
の
等
級
区
分
（
４
）

は
主
務
職
及
び
Ｔ
等
級
、
（
５
）
は
主
幹
職

Ｂ
、
主
幹
職
Ａ
、
技
術
専
任
職
、
Ｍ
等
級
、

Ｈ
等
級
及
び
Ｓ
等
級
。
要
す
る
に
、
主
務
職

以
上
の
待
遇
を
厚
く
す
る
変
更
。

東
日
本
本
部
は
、
２
月
25
日
に
「
二
〇

一
三
年
度
夏
季
手
当
に
」
に
つ
い
て
Ｊ
Ｒ

東
日
本
会
社
に
申
し
入
れ
を
行
い
ま
し
た
。

二
〇
一
三
年
度
夏
季
手
当
に
関
す
る
要

求
は
、
他
労
組
の
申
し
入
れ
状
教
頭
の
動

向
も
注
視
し
な
が
ら
、
中
央
戦
術
委
員
会

で
の
議
論
を
ふ
ま
え
三
．
二
ヶ
月
分
の
要

求
を
申
し
入
れ
ま
し
た
。

二
〇
一
三
春
闘
は
「
デ
フ
レ
か
ら
の
脱

却
」
「
日
本
経
済
の
再
生
」
を
め
ざ
す
安

倍
内
閣
の
も
と
で
の
闘
い
と
な
り
ま
す
。

安
倍
内
閣
は
、
２
％
の
物
価
上
昇
目
標
を

設
定
し
、
大
胆
な
金
融
緩
和
で
国
民
の
所

得
を
増
や
し
、
内
需
の
拡
大
た
め
経
済
三

団
体
へ
の
『
報
酬
引
き
上
げ
』
を
要
請
し

ま
し
た
。
し
か
し
経
済
三
団
体
は
、
企
業

利
益
の
拡
大
が
前
提
条
件
と
し
て
冷
や
や

か
な
対
応
を
示
し
て
い
ま
す
。

二
〇
一
三
年
経
労
委
報
告
で
も
、
賃
上
げ

は
問
題
外
、
定
期
昇
給
の
延
期
・
凍
結
を

検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
あ
く
ま
で
も
人

件
費
の
抑
制
を
強
め
る
姿
勢
を
変
え
て
い

ま
せ
ん
。

こ
の
ま
ま
で
は
物
価
だ
け
が
上
昇
し
、

国
民
の
生
活
レ
ベ
ル
は
更
に
悪
化
す
る
こ

と
は
必
至
で
す
。

国
労
東
日
本
本
部
は
賃
金
交
渉
に
全
力

で
取
り
組
み
ま
す
。
職
場
・
分
会
に
お
い

て
も
、
切
実
な
職
場
要
求
の
改
善
と
賃
金

改
善
の
取
り
組
み
を
展
開
し
、
要
求
前
進

に
向
け
取
り
組
ん
で
い
き
ま
し
ょ
う
。


